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スプレー缶の穴あけに伴う事故を防止するため、桑名広域清掃 

事業組合にて新たに「スプレー缶等処理装置」を導入しました。 

これにより、今月からスプレー缶の穴あけが不要となります。 

 

●平成２９年６月からのスプレー缶の出し方 

① 中身を完全に使い切って 

② 穴をあけずに 

③ 資源ごみのビン・缶回収日の内、「スプレー缶」の表示が 

ある日に備え付けのコンテナに入れてください。 

（これまでどおり、不燃ごみでは出せません！） 

 

 

■お問い合わせ先：東員町役場生活部環境防災課 環境資源係 

TEL 0594-86-2807  E-mail kankyo@town.toin.lg.jp 

 


